
令和７年度 参議院事務局情報公開の実施状況について 

令和８年４月 

 

 令和７年度参議院事務局情報公開の実施状況について取りまとめましたので、参議

院事務局の保有する事務局文書の開示に関する事務取扱規程（平成２３年３月３０日

事務総長決定）第１６条の規定に基づき、報告いたします。 

 

１ 期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

２ 実施の状況（注１）                    ※（ ）内は令和６年度の件数 

(１)開示申出件数 

   

ア. 令和７年度の開示申出件数 ･･･････････････････････････１９件（１９件） 

イ. 令和６年度からの持ち越し件数 ･･･････････････････････  ４件（ ２件） 

ウ. 取下げ件数 ･････････････････････････････････････････  ０件（ ０件） 

    

(２)令和６年度の開示決定等の件数 ････････････････････････････２６件（２２件） 

 

   ア. 全部開示 ･･･････････････････････････････････････････ ５件（ ６件） 

   イ. 一部開示 ･･･････････････････････････････････････････ ９件（ ７件） 

   ウ. 全部不開示 ･････････････････････････････････････････１２件（ ９件） 

 

   【不開示理由の内訳（注２）】 

    不開示情報 ･･････････････････････････････････････ １０件 

    文書不存在 ･･････････････････････････････････････  ６件 

事務局文書に当たらない文書 ･･････････････････････  １件 

（うち立法調査文書 ････････････････････  １件） 

    存否応答拒否 ････････････････････････････････････  １件 

開示につき別段の定めがある文書 ･･････････････････  ４件 

 

(３)令和８年度への持ち越し件数 ･･････････････････････････････ １件（ ４件） 

 

(注１)１件の開示申出に対して複数の開示決定等がなされる場合があるため、(１）の件数と(２)(３）

の件数の合計は一致しない場合がある。 

(注２)１件の開示決定等で複数の不開示理由に該当するものがある。 

 

３ 苦情申出件数                      ※（ ）内は令和６年度の件数 

令和６年度の苦情申出件数 ･･････････････････････････････････ １件（ ０件） 

令和５年度からの持ち越し件数 ･･････････････････････････････ ０件（ ０件） 

 

【問合せ先】 

参議院事務局庶務部文書課内 情報公開閲覧室 

電話（代表）０３－３５８１－３１１１ 内線７３１１６、７４００８～７４０１０ 


